
〇厚木愛甲環境施設組合公文書作成規程

（平成16年４月１日訓 令 第 ４ 号）
（趣旨）

第１条　この訓令は、別に定めるもののほか、組合における公文書の作成について必

要な事項を定めるものとする。

（公文書の種類）

第２条　公文書の種類は、次のとおりとする。

　例規文書

ア　条例　地方自治法（昭和22年法律第67号）第14条の規定に基づき議会の議決

を経て制定するもの

イ　規則　地方自治法第15条の規定に基づき管理者が制定するもの

　公示文書

ア　告示　法令の規定又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定

の事項を広く一般に周知させるもの

イ　公告　一定の事項を広く一般に周知させるもの

　令達文書

ア　訓令　所属機関又は所属職員に対し、権限を行使し、又は指揮するために命

令するもの

イ　指令　行政機関が個人又は団体からの申請、願い等に対し、指示し、又は命

令するもの

　局内文書

伺い、復命、事務引継、供覧、回覧、上申、内申、辞令その他事務局内で用い

るもの

　往復文書

照会、回答、通知、依頼、報告、申請、願い、届け、協議、送付、進達、副

申、諮問、答申、建議、勧告その他一般に往復されるもの

　契約関係文書

契約、請書、覚書、協定、請求、見積り、念書、委任、委嘱その他申込みと承

諾の二つの意思表示の合致するもの
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　その他の文書

議案、書簡、賞状、表彰状、感謝状、請願、陳情、証明、証、祝辞、式辞その

他特殊な場合に用いるもの

（文体）

第３条　公文書の文体は、口語体とし、前条第１号、第２号ア及び第３号アに規定す

る文書並びに「である」を使用することが慣例となっている文書にあっては「であ

る」体を用い、その他の文書にあっては「ます」体を用いる。

（公文書の書式）

第４条　公文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

　法令の規定により縦書きと定められているもの

　他の官公署が縦書きと定めているもの

　賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞その他主として毛筆を用いるもの

　事務局次長が特に縦書きを適当と認めるもの

２　公文書の書式は、別記様式のとおりとする。

（用字及び用語）

第５条　公文書の文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外

来語及び特に示す必要のある事物の名等は、片仮名を用いる。

２　漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次に掲げる内閣告示等によるものとする。

　常用漢字表（昭和56年内閣告示第１号）

　現代仮名遣い（昭和61年内閣告示第１号）

　送り仮名の付け方（昭和48年内閣告示第２号）

　公用文における漢字使用等について（昭和56年10月１日内閣閣第138号）

　法令における漢字使用等について（昭和56年10月１日内閣法制局総発第141

号）

　「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について（昭和

56年10月１日内閣第150号・庁文国第19号）

　法令用語改正要領（昭和29年11月25日内閣法制局総発第89号）

　ローマ字のつづり方（昭和29年内閣告示第１号）

（数字の書き表わし方）

第６条　数字の書き表わし方は、別表第１によるものとする。

（符号の用い方）
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第７条　符号の用い方は、別表第２によるものとする。

附　則

この訓令は、平成16年４月１日から施行する。
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別表第１（数字の書き表し方）（第６条関係）

１　数字はアラビア数字を用いる。ただし、次のような場合は漢数字を用いる。

　固有名詞　（例）四国　九州　三浦　二宮

　概数を示す語　（例）二、三日　四、五人　数十日

　数量的な感じの薄い語　（例）一般　一部分　四分五裂

　単位として用いる場合　（例）10億　100万

　慣用語　（例）二日続き　二間（ふたま）　三月（みつき）

２　数字のけたの区切り方は、３位区切りとし、区切りには「，」を用いる。ただ

し、年号、文書番号、電話番号など特別のものは、区切りを付けない。

３　小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

　　小数　0.123

　　分数　─１２、又は２分の１

　　帯分数　１─１２又は１

４　日付、時刻、時間及び期間の書き方は、次の例による。

　　日付　平成16年４月１日

　　時刻　午前10時30分

　　時間　９時間30分

　　期間　６月又は６か月（法令文にあっては、６箇月）
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別表第２（符号の用い方）（第７条関係）

１　区切り符号は、次のように用いる。

　「。」（まる）　句点に用いる。

　「、」（てん）　読点に用いる。

　「．」（ピリオド）　単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

（例）1,234.50円　2.34メートル　Ｎ．Ｈ．Ｋ

　「・」（なかてん）　外来語の区切りや事物の名称などを列挙する場合に用い

る。

（例）ニューヨーク・タイムス　かつお・まぐろ漁業

　「，」（コンマ）　数字の区切りに用いる。

（例）12,345　5,678

　「：」（コロン）　次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に

用いる。

（例）場所：議場　電話：223－1511

　「～」（なみがた）　「から………まで」を示す場合に用いる。

（例）第１号～第10号　厚木～相模原

　「―」（ダッシュ）　語句の説明や言い替えなどに用いるほか、丁目、番地な

どを省略する場合にも用いる。

（例）赤―止まれ　青―進め　中町３－17－17

　「→」（矢印）　左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

（例）車輌→車両　事由→理由

　「「」」（かぎ）　言葉を定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合その

他特に注意を求める必要がある場合にその用語又は文章を挟んで用いる。

（例）処理をしない文書は、その余白に「供覧」と朱書する。

　「（）」（かっこ）　前にある語句を注釈する場合、法規の題名又は件名を引用

した場合に番号等を示してその同一性を明らかにするとき、見出しを条文に

付ける場合等にその左右を囲むときに用いる。

（例）合議の順序は、厚木愛甲環境施設組合事務決裁規程（平成16年厚木愛

甲環境施設組合訓令第１号）に定めるところによる。

２　繰り返し符号は、次のように用いる。

　「々」（同の字点）　漢字１字の繰り返しの場合に用いる。ただし、同じ漢字
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が続く場合でも、前の漢字と後の漢字が異なった意味で用いられているときは、

用いない。

（例）人々　国々　年々　日々　得々　種々

民主主義　学生生活　会社社長　委員会会則

　「ゝ」及び「ゞ」は、用いない。

３　見出し符号は、次のように用いる。

　項目を細別するときは、次のような順序で用いる。

１  ア  ａ 

２  イ  ｂ 

３  ウ  ｃ 

　見出し符号には句読点を打たず、１字分空白として次の字を書き出す。
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別記様式（第４条関係）

１　例規文書の書式は、次のとおりとする。

　条例

ア　新設する場合

　本則を条で構成する場合

a　章、節等を置く場合

呼 称 書 式 そ の 他

※厚木愛甲環境施設組合○○○○条例を ２字目。折り返

しは１字目注１

ここに公布する。

公 布 文 ※※□□○年○月○日 ３字目

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏名）※ ６字目以下で書

き始め終わりか

ら２字目で終わ

る。

条 例 番 号 厚木愛甲環境施設組合条例第○号 １字目

題 名 ※※※厚木愛甲環境施設組合○○※※※

○条例

４字目。題名が

長い場合は終わ

りを３字空けて

折り返し、１行

目と初字をそろ

える。

目 次

目次

※第１章※○○

※※第１節※○○

※※※第１款※○○（第１条・第２条）

注２

　　　第２款○○（第３条～第○条）

　　第２節　○○（第○条～第○条）

　第２章　○○（第○条～第○条）

　第３章　○○

　　第１節　○○（第○条・第○条）

（中　　　略）

※附則

注３

１字目

２字目

３字目

４字目

２字目

（章名） ※※※第１章※○○ ４字目
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（節名） ※※※※第１節※○○ ５字目

（款名） ※※※※※第１款※○○ ６字目

（見出し） （○○）

　　　

「（」は１字目

（　条名） 第１条※○○○○○○○○○○○○○○ １字目

（　条文） 　○○○○。 ２字目

　

（　本文） ２※○○○○○○○○○○○○○○○○

　　　　　　

１字目

（　ただし書） 　○○○○。ただし、○○○○○○。

　　　　　　　　注４

２字目

（共通見出し） （○○）

注５ 　　　　　　　　　　　　　

本則 第２条　○○○○○○○○○。この場合

　　　　　　　　　　　　　　注６

（　前段） 　において、○○○○○○○○○。



（　後段） ※※○○○○○○○○○○○○○○○

　　注７

（　号名） 　　○○○

　　○○○○○○

　　○○○○○



（　項番号） ２　○○○○○○○○○○○○○。

第３条　○○○○○○○○○○。

　　注５

※ 枠を２字目にす

る。

（中略）

※※※附※則 ４字目

附則

（○○）

１※○○○○○○○○○○○○○○○○

　○○○。

（○○）

２　○○○○○○○○○○○○。

１字目

２字目

（　欄）

　　　　注８

別表（第○条関係） １字目
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（　項）

　　　　注９ 

↓○　○ 　○○ ○○○○

縦の外枠は１字

目と、終わり１

字目に定める。

別表

　注10

→

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

備考※○○○○○○○○○○○○○○○

　　○○○○。

別記様式（第○条関係）

１字目

３字目

１字目

別記様式

注11

一般の帳票の作

成に準ずる

注１　※印の箇所は、１字分空ける。

２　章、節などに属する条文が２条から成るときは「・」で、３条以上のときは

「～」で結ぶ。

３　附則については、項数等を示すことはしない。

４　ただし書きは、本文に続けて書き、行を改める必要はない。

５　後に続く条の見出しと共通の場合は、共通見出しとして、後の条には見出し

を付けない。

６　後段は、前段に続けて書き、行を改める必要はない。

７　条文の段落が三つの場合は、前段、中段、後段と呼ぶ。四つ以上の場合は項

に分けることが適当な場合が多いと思われるが、もしあれば、第１段、第２

段、第３段、第４段などと呼ぶことになろう。

８　表の縦に区切られた方向を欄と呼ぶ。

９　表の横に区切られた方向を項と呼ぶ。

10　別表の数が２以上のときは、別表第１、別表第２･･････というように番号を

付けて呼ぶ。
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11　別表様式の数が２以上のときは、第１号様式、第２号様式･･････というよう

に番号を付けて呼ぶ。

ｂ　章、節等を置かない場合は、ａ中目次及び章、節等を除く。

　本則を項で構成する場合

※○○○○条例をここに公布する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

厚木愛甲環境施設組合条例第　号

※※※○○○○条例

１※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※○○○○○○○○○○○○○。

２※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

イ　改正する場合

　全部を改正する場合

新設の条例として取り扱い、旧条例は、附則で廃止する。

　一部を改正する場合

ａ　一つの条例を本則で改正する場合

※○○条例の一部を改正する条例をここに公布する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

厚木愛甲環境施設組合条例第　号

※※※○○○○○条例の一部を改正する条例

※○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）の一部を次のように

改正する。

※○○○○○○○○○。

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

別表

　（略）

ｂ　二つ以上の条例を一つの条例の本則で改正する場合

※○○条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
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※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

厚木愛甲環境施設組合条例第　号

※※※○○○○○条例等の一部を改正する条例

（○○条例の一部改正）

第１条　○○○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）の一部を

※次のように改正する。

※○○○○○○○○○。

（○○条例の一部改正）

第２条　○○○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）の一部を

※次のように改正する。

※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※○○○○○○○○○○○○○。

（○○条例の一部改正）

第３条　○○○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）の一部を

※次のように改正する。

※○○○

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

（注）　二つの条例を一つの条例の本則で改正するときの題名は「○○条例及び○

○条例の一部を改正する条例」とする。

ｃ　附則で他の条例を改正する場合

（前　略）

※※※附※則

（○○○）

１※○○○○○○○○○○○○○。

（○○）

２※○○○○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）の一部を次

※のように改正する。

※※○○○○○○○○○。

　廃止する場合

ａ　一つの条例を本則で廃止する場合

※○○条例を廃止する条例をここに公布する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※
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厚木愛甲環境施設組合条例第　号

※※※○○○○○条例を廃止する条例

※○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）は、廃止する。

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

ｂ　二つ以上の条例を一つの条例の本則で廃止する場合

※○○条例等を廃止する条例をここに公布する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

厚木愛甲環境施設組合条例第　号

※※※○○○○○条例等を廃止する条例

※次に掲げる条例は、廃止する。

※○○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）

※○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○○号）

※○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○○号）

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

（注）　二つの条例を一つの条例の本則で廃止するときの題名は、「○○条例及び

○○条例を廃止する条例」とする。

ｃ　附則で他の条例を廃止する場合

（前　略）

※※※附※則

（○○○）

１※○○○○○○○○○○○○○。

（○○）

２※○○○○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）は、廃止す

る。

〔
２※次に掲げる条例は、廃止する。

〕※※○○条例（□□○年厚木愛甲環境施設組合条例第○号）

※※○○○○（○○○○○○○○○○○）

ウ　説明事項

　条例番号は暦年ごとに起こし、一連番号で条例の制定、改廃の別なく、公

布の順に従って付ける。

　目次は、編、章、節ごとにその編、章、節等に属する条文の範囲を括弧で
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示す。この場合の括弧書きは、目次の区分の最少の単位の部分の下に付ける

のを原則とする。括弧書きの中の「・」は、章、節等に属する条が２条のみ

の場合に用いる。

　原則として30条以上で構成されている条例は、章に分ける、章を分類する

場合は、節を使用し、条文の数が多い場合において、必要がある時は、章の

分類の上に編を置く。

　条には、見出しを付ける。附則を構成する項にも必要があるときは、見出

しを付ける。

　条の中で項を二つ以上設けるときは、最初の項頭には項番号を省略し、次

の項頭に算用数字で「２」と記載し、以下順次それぞれ項頭に番号を付け

る。

　本則を項で構成する場合で項が一つのときは、項番号は付けず、項を二つ

以上設けるときは、最初の項頭に算用数字で「１」と記載し、以下順次それ

ぞれの項頭に番号を付ける。

　条又は項の中で事物の名称等を列記する場合は号を用い、「」「」等を

（　）を附した数字によって表示する。

　附則は、原則として項で構成する。項番号の付け方は、「」の例によ

る。

　別表、様式等を設けるときは、附則の次に別表を、その次に様式を記載す

る。

条例の附則で既存の条例を改廃するのは、その改廃を直接の目的とせず新た

な条例又は改正条例の成立に伴って既存の条例を改廃する必要があるときに行

う。

　規則

条例の例による。

２　公示文書の書式は、次のとおりとする。

　告示

ア　規程形式の場合

　新設する場合

制定文 厚木愛甲環境施設組合告示第　号

※○○規程を次のように定める。
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厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

※※□□○年○月○日

※※※○○○○規程

（○○○）

第１条※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※○○○○○○○○○○○○○。

（○○○）

第２条※○○○○○○○○○○○○○○○○。

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　改正する場合

ａ　全部を改正する場合

新設の告示として取り扱い、旧規程は、附則で廃止する。

ｂ　一部を改正する場合

　一つの告示を本則で改正する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第　号

※○○規程の一部を改正する規程を次のように定める。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

※※※○○規程の一部を改正する規程

※○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）の一部を次のように

改正する。

※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○。

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　二つ以上の告示を一つの本則で改正する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第　号

※○○規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

※※※○○規程等の一部を改正する規程

（○○）

第１条※○○○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）の一部を

※次のように改正する。
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※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○。

（○○）

第２条　○○○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）の一部を

※次のように改正する。

　※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※○○○○○○○○○○○○○。

（○○）

第３条　○○○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）の一部を

※次のように改正する。

※※○○○

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

　附則で他の告示を改正する場合

条例の同項目による。

　廃止する場合

ａ　一つの告示を本則で廃止する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第○号

※○○規程を廃止する規程を次のように定める。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

※※※○○規程を廃止する規程

※○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）は、廃止する。

※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

ｂ　二つ以上の条例を一つの条例の本則で廃止する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第○号

※○○条例等を廃止する規程を次のように定める。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

※※※○○規程等を廃止する規程

※次に掲げる告示は、廃止する。

※○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）

※○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）

※○○規程（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）

第４章　組織　（厚木愛甲環境施設組合公文書作成規程）

709

〔
厚
木
愛
甲
環
〕

七
〇
九



※※※附※則

※○○○○○○○○○○○○○○。

ｃ　附則で他の告示を廃止する場合

条例の同項目の例による。

イ　規程形式以外の場合

　新設する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第　号

※○○○○○○○○○○○○○（次のよう）に定める（次のとおりとする

等）。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

１※○○○○○○○○○○○○○○。

２※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

厚木愛甲環境施設組合告示第　号

※○○○○○（次のように）○○○○する（した。等）。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

　全部を改正する場合

新設の告示として取り扱い、旧告示は制定文の次に「○○○○（□□○年

厚木愛甲環境施設組合告示第○号）は、廃止すると記載し廃止する。

　一部を改正する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第○号

※○○○○（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）の一部を次のように

改正する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　廃止する場合

ａ　一つの告示を廃止する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第○号

※○○○○（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）は廃止する。

※※□□○年○月○日
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厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

ｂ　二つ以上の告示を一つの告示で廃止する場合

厚木愛甲環境施設組合告示第○号

※○○○○（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）は廃止する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）※

１※○○○○○（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）

２※○○○○○（□□○年厚木愛甲環境施設組合告示第○号）

ウ　説明事項

　規程形式以外の告示で施行（適用）の日時を特に定めたいときは、「○○

を次のように定め、□□○年○月○日から施行（適用）する。」と制定文中

に記載する。

　公告

記号及び番号を除き、規程形式以外の告示の例による。

３　令達文の書式は、次のとおりとする。

　訓令

告示の例による。

　指令

ア　一般の場合

　条件、期限等を付けない場合

厚木愛甲環境施設組合指令第○号

住　　　　　所

　　氏　　　　　名※

※□□○年○月○日付けで申請のあった○○については、○○法第○条第○項

の規定により許可（認可）します。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）印※

　条件、期限等をつける場合

厚木愛甲環境施設組合指令第○号

住　　　　　所

氏　　　　　名※

※□□○年○月○日付けで申請のあった○○については、○○法第○条第○項
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の規定により、次の条件を付けて許可します。

※なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して、○日以内に、管理者に対し異議申立てをすることがで

きます。

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）印※

１※○○○○○○○○○○○○。

２※○○○○○○○○○○○○。

イ　申請書、願書等の副本に奥書きする場合

厚木愛甲環境施設組合指令　第○号

※申請のとおり許可（認可、免許等）します。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏　　名）印※

４　局内文書の書式は、次のとおりとする。

　通知文書

５の往復文書の例による。

　伺文書

※※※○○○○○○○○○○○○○○○○○について（伺い）

※このことについて、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○してよろしいか。

経費の支出を伴うものは、その支出科目、必要予定金額及び効果を記入する。

　復命書

復　　　　　命　　　　　書

□□○年○月○日※

※○○○○

職名　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　

職名　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　

※次のとおり復命します。

１※会議等の名称※○○○○○○○○○○

２※日　　　　時※□□○年○月○日（○）午○○時○○分から

　　　　　　　　　□□○年○月○日（○）午○○時○○分まで

３※場　　　　所※○○○○○○○○○○

４※出　 席 　者※※○○○○　　　　　　　関係○人
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　　　　　　　　　※○○○○　　　　　　　関係○人

　　　　　　　　　※○○○○　　　　　　　関係○人

５※会議等の概要※○○○○○○○

　　　　　　　　　○○○○○○○

　　　　　　　　　○○○○○○○

６※添付書類※









（注）　復命すべき上司は、旅行命令権者とする。

　　事務引継書

事　　　務　　　引　　　継　　　書

１※担任事務の概要

　※財産、現金、帳票類の目録

　　　　　別紙のとおり

　※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○。

２※処分未了事項

　※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

３※未着手事項及びこれに対する処理の順序、方法、意見等

　※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○※※

○○○○○○○○○○○。

４※将来企画すべき事項及びこれに対する意見等

※※○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

５※○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

※上記のとおり引継ぎをします。

※※□□○年○月○日

所　属

職　氏　　　　　　　名※

※上記のとおり引継ぎを受けました。

※※□□○年○月○日

所　属

職　氏　　　　　　　名※

　　辞令
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　　　書式については、別に定める。

５　往復文書の書式は、次のとおりとする。

□□○年○月○日※

※○○○○　様

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏名）印※

※※※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について（通知※※※

※※※照会、依頼、申請、送付等）

※このことについて○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。

１※○○○○○○○○○○○○○○。

２※○○○○○○○○○○○。

（担当※○○係）

○○○○発第○号※

□□○年○月○日※

※○○○○　殿

厚木愛甲環境施設組合管理者（氏名）印※

※※※○○○○○○○○○○○○○○○について（回答、報告等通知）※※※

※このことについては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○。

１※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

※※○○○○○○○。

２※○○○○○○○○○○○○○○。

※※○○○○○。

（担当※○○係）

６　契約文書の書式は、別に定めるものとし、その内容は、おおむね次に掲げる事項

を記載する。

　　契約の目的

　　契約金額

　　契約履行の場所

　　履行期限

　　契約保証金

　　契約代金の支払又は受領の時期及び方法

　　監督及び検査

　　履行遅滞
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　　危険負担

　　かし担保責任

　　契約に関する紛争の解決方法

　　契約の解除に関する事項

　　その他必要な事項

７　その他の文書の書式は、次のとおりとする。

　　議案

議案第○号

※※※○○○○○○○○○○○○○条例について

※○○○○○条例（条例の一部）を別紙のとおり制定（廃止、改正）する。

※※□□○年○月○日

厚木愛甲環境施設組合管理者※（氏名）※※

提案理由

※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○。

　　賞状、感謝状、表彰状等については、縦書きが一般的である。

８　条文等の改正の形式は、次のとおりとする。

　　条文を改める場合

　　ア　条を改める場合

※第○条を次のように改める。

第○条※○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　イ　項を改める場合

※第○条第２項を次のように改める。

２※○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　ウ　号を改める場合

※第○条（第○項）第１号を次のように改める。

※※○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　エ　前段、後段、本文、ただし書、各号列記以外の部分等を改める場合

※第○条を前段（後段、本文、ただし書、各号列記以外の部分等）を次のよう

に改める。

※※○○○○○○○○○○○○○○○○。
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　　オ　題名を改める場合

　　　　全部を改める場合

※題名を次のように改める。

※※※○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　　　一部を改める場合

※題名中「○○○」を「○○○○」に改める。

　　カ　章名、節名等を改める場合

　　　　全部を改める場合

※「第○章※○○」（「第○節※○○」）を「第○章※○○」（「第○節※○○」）

に改める。

　　　　一部を改める場合

※「第○章（第○節）の章名（節名）中「○○」を「○○○」に改める。

　　キ　見出しを改める場合

　　　　全部を改める場合

※第○条（附則第○項）の見出しを「○○○○○○○○」に改める。

　　　　一部を改める場合

※第○条（附則第○項）の見出し中「○○○」を「○○」に改める。

　　ク　字句を改める場合

　　　

※第○条（第○項、第○号、前段、後段、本文、ただし書、各号列記以外の部

分等）中「○○○」を「○○○」に改める。

　　　

※第○条（見出しを含む。）中「○○○」を「○○」に改める。

　　　

※第○条、第○条及び第○条中「○○」を「○○」に改める。
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※この条例（規則、告示、訓令）中「○○○」を「○○」に改める。

　　　　（は、改正すべき同一字句が多数ある場合に用いる）

　　ケ　表、別表又は様式を改める場合

　　　　全部を改める場合

※第○号様式（別表）を次のように改める。

第○号様式（別表）（第○条関係）

○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○○ ○○○ ○○○○

　

　　　　一部を改める場合

※第○号様式（別表）中「○○○」を「○○○」に、

　○○○○○ ○○○○

　○○ を ○○○○ 　に改める。

　○○○○○

※別表○○の項○○の欄中「○○○○」を「○○」に改める。

　　条文を追加する場合

　　ア　条を追加する場合

　　　

※第○条の次（前）に次の１条を加える。

（○○○○）

第○条の２※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　　

※第７条を第９条とし、第４条から第６条までを２条づつ繰り下げ、第３条の

次に次の２条を加える。

（○○○○）

第４条※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

（○○○○）
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第５条※○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

※○○○○○○○○○○○○○○。

　　イ　項を追加する場合

　　　　最初に追加する場合

※第○条中第６項を第８項とし、第１項から第５項までを２項づつ繰り下げ、

同条に第１項及び第２項として次の２項を加える。

※※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

２※○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　　　中途に追加する場合

　　　　　アのの例による。

※第○条に次の１項を加える。

３※○○○○○○○○○○○○○○○○○。

　　ウ　号を追加する場合

　　　　項を追加する場合の例による。ただし、号を追加する場合には、アのの例

のように枝番号を付けることができる。ただし、項については、単に文章の段

落であるという考え方から枝番号を付けない。

　　エ　章、節等を追加する場合

　　　　ア　の例による。

　　オ　後段を追加する場合

※第○条（第○項、第○号）に後段として次のように加える。

　　カ　ただし書を追加する場合

※第○条（第○項）に次のただし書を加える。

キ　別表又は様式を追加する場合

※別表第○（第○号様式）を別表第○（第○号様式）とし、別表第○（第○号

様式）の次に次の１表（様式）を加える。

別表第○（第○号様式）（第○条関係）

○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○
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ク　字句を追加する場合

※第○条（第○条第○項、第○条第○号、第○条ただし書、別表第○、第○号

様式）中「○○○」の次に「○○○」を加える。

　　条文を削る場合

　　ア　条、章、節等を削る場合

　　　

※第○条（第○章、第○章第○節等）を次のように改める。

第○条　削除

　　　第○章（第○節等）　削除

第○条から第○条まで　削除

　　　 （この場合は、このまま残る）

　　　

※第○条を削る。

　　　 （この場合は、条文全部が条名とともに消えるので次のように条を整理しな

ければならない。）

※第○条を削り、第○条を第○条とし、以下○条ずつ繰り上げる。

イ　項、号、別表、様式等を削る場合

条、章、節等を削る場合の例による。ただし、項については、「削除」の形

式は用いない。

　　ウ　後段、ただし書を削る場合

※第○条（第○項、第○号）後段（ただし書）を削る。

　　エ　字句を削る場合

※第○条（第○条第○項、第○条第○号、第○条ただし書、第○条の表、別表

第○、第○号様式等）中「○○」を削る。

　　同じ条文の一部を同時に改め、追加し、及び削る場合

※第○条中「○○」を削り、「○○」を「○○」に、「○○」を「○○」に改

め、「○○」の次に「○○」を加える。

９　附則の規定の順序及び方法は、おおむね次のとおりとする。
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　　施行期日に関する規定

　　ア　公布の日から施行する場合

　　　

※この条例（規則）は、公布の日から施行する。

　　　

※この告示（訓令）は、公表の日から施行する。

　　イ　将来の特定日から施行する場合

　　　

※この条例（規則、告示、訓令）は、□□○年○月○日から施行する。

　　　

※この条例（規則）は、公布の日から起算して○日を超えない範囲で規則で定

める日から施行する。

　　　

※この条例（規則）は、公布の日から起算して○日（○月）を経過した日から

施行する。

ウ　運用をさかのぼらせる場合

　　　

※この条例（規則、（告示、訓令））は、公布（公表）の日から施行し、□□○

年○月○日から適用する。

　　　

※この条例（規則、（告示、訓令））は、公布（公表）の日から施行し、□□○

年○月○日から適用する。ただし、改正後の第○条の規定は、□□○年○月○

日から適用する。

　　既存の条例等の廃止に関する規定

　　　附則で他の条例を廃止する場合（１イｃ）による。

　　経過規定

※この条例（規則、告示、訓令）の施行の際現に○○○であるものは、この条

例（規則、告示、訓令）により○○○○とみなす。（○○○○については、な
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お従前の例による。）

　　既存の条例等の改正に関する規定の附則で他の条例を改正する場合（１）イ

ｃ）による。

　　当該条例等の有効期間に関する規定

　　ア

※この条例（規則、告示、訓令）は、□□○年○月○日に効力を失う（まで効

力を有する。限り効力を失う。等）

　　イ

※この条例（規則、告示、訓令）は、この条例（規則、告示、訓令）施行の日

から起算して○年を経過した日に効力を失う。
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